
該当施設 前沢グリーンアリーナ（アリーナ・テニスコート）

１）申請は、使用する月の前月の1日（1日が土日祝祭日の場合はその翌日）から受付を開始します。
【例：６月利用分は５月1日から受付開始】

２）使用料金については、原則使用日までにお支払いいただきます。

① 希望する使用場所および時間帯の空きを確認する。

　（前沢いきいきスポーツクラブ・前沢グリーンアリーナ窓口および電話での問合せ可能です。）

② 使用する内容・代表者名・電話番号を伝え仮申請をする。

　（前沢いきいきスポーツクラブ・前沢グリーンアリーナ窓口および電話での問合せ可能です。）

③ 使用前までに、窓口で本申請（２枚複写の書式：使用許可申請書兼減免申請書に記入）をする。

　（前沢いきいきスポーツクラブ・前沢グリーンアリーナ窓口での受付。）

④ 施設の使用。

　（前沢グリーンアリーナ窓口に使用の開始の声かけをお願いします。）

⑤ 前沢グリーンアリーナ窓口にて、『社会体育施設管理日誌』を記入・提出し使用の終了を報告
する。

該当施設 前沢グリーンアリーナ（トレーニングルーム）

① 日直に使用の申し出。使用料金を支払う。

② 各利用者の管理票を受取り、使用前の血圧・体重の測定をし記入する。

③ 各自のトレーニング開始。

④ 使用後の血圧・体重の測定をし管理票に記入する。

　（ご希望の方は、トレーナーからのアドバイスも受けられます。）

⑤ 使用終了。

●前沢グリーンアリーナ申込手順

※注意
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